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１ 計画の趣旨 
 

障害福祉施策については、平成 15 年度以降、措置制度から契約制度へと

転換した支援制度の下で、サービスの充実が図られてきました。また、平成

17 年にはサービスを公平・適切にすることでさらに充実させるため「障害

者自立支援法」が制定されました。 

こうした施策の進展にあわせ、本市においても個別分野における取り組み

を行っています。また、本市における障害者福祉などに関する方向性を再度

整理するなど、今後の障害福祉施策のあり方について、障害自立支援法改正

の内容を踏まえ、「清須市障害者基本計画」「第３期清須市障害福祉計画」を

策定します。 

「清須市障害者基本計画」は、障害者基本法に基づいた施策に関する基本

的な事項を定めた計画です。「第３期清須市障害福祉計画」は、障害者自立支

援法に基づく障害福祉サービスの目標量等をまとめた計画です。 

 

 

２ 計画の位置づけ 
 

本計画は、障害者基本法第９条第３項に基づく本市における障害者の状況

等を踏まえた障害者のための施策に関する基本的な計画である「障害者計画」

及び平成 18 年４月に施行された障害者自立支援法第 88 条に基づく本市に

おける障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の必要な量の見込

み、見込量確保のための方策等を定めた「障害福祉計画」として策定します。 

 

３ 計画期間 
 

本計画の計画期間は、次のとおりです。 
 

 

計画名 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

障害者基本計画           

障害福祉計画   
 

  
 

    

前回策定（平成 19～23 年度）

今回策定する計画今回策定する計画 

第３期 第２期 

今回策定（平成24～28年度）
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４ 基本理念と基本目標 
 

本市では、国の障害者基本法に示された、「全ての国民が、障害の有無にか

かわらず、等しく基本的人権享有するかけがえのない個人として尊重され、

障害者等の自立と社会参加」を基本とする理念を踏まえ、障がいのある人だ

けでなく、すべての市民のための計画と位置づけ、『価値共有』しながらだれ

もが自分らしい生き方を追求でき、市民相互の心のぬくもりが実感できるま

ちづくりをめざすものとします。 

また、この基本理念の実現のために、５つの基本目標を定め施策を推進し

ていきます。 

 

 

基本理念 

 

一人ひとりの生き方をともに支えあう 夢応援・きよす 
 

 

 

■基本目標１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本目標２ 

 

障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会

の理念の普及を図り、障害や障害のある方に対しての理解を促進するため

の施策を推進します。 

自立した生活をともに支えあう（保健・医療、生活支援） 

障害者自立支援法の施行によるサービス内容の変化があるなか、利用者

本位の考え方にたって、サービス利用の促進や日常生活への支援を進める

とともに、地域生活への移行を推進します。 

また、生活の質の向上のため各種の健康診査・健康教育を充実するとと

もに、健康な毎日のための啓発・相談事業を進めていきます。さらに、適

切な時期に医療サービスを受ける機会が確保できるよう必要な取り組み

を実施します。 

人のつながりを大切にする （意識啓発、ボランティア活動） 
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■基本目標３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本目標４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本目標５ 

 

ノーマライゼーションを実現するためには、障がい者自身の可能性を最

大限に発揮し、社会参加することが必要となります。そのため、障害の早

期発見、早期療育を支援する体制や障害児一人ひとりの個性や能力に応じ

た教育・保育活動などの充実を図ります。 

また、就労、スポーツ・文化活動などへの障害者個々の状態に応じた能

力向上を支援し、多様な分野で社会参加できる環境づくりを進めます。 

生活の安全を形にする（生活環境、防犯・防災） 

すべての人が、快適で生活しやすいユニバーサルデザインに配慮した生

活環境の整備や生活空間のバリアフリー化を推進します。また、防災・安

全対策の充実を図るとともに情報バリアフリーを推進します。 

「心の支え」を広げる 

（相談、情報提供、総合的支援のネットワーク化） 

障がいのある人が主体的に生活できるよう、必要なサービスにつなげて

いく相談体制の充実を図ります。また、多様なサービスなどに関する情報

提供体制の充実を図ります。 

障がいのある人すべてが地域の中で安心して暮らせるよう、市民参加に

よる支えあいの活動の広げ、市や関係機関・団体等と一体となり総合的な

支援のネットワークづくりを進めます。 

ともに充実した生き方を創りだす（教育・育成、雇用・就業） 
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５ 施策の体系図 
 

 

《 基本理念 》  《基本目標》 《関連施策の体系》 
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バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進 

障がいのある人に配慮した防災・防犯対策の充実 

 

生活の安全を形にする 

 
啓発活動・福祉教育等の推進  

人のつながりを大切にする 市民相互の交流機会の充実 

ボランティア活動などへの支援 

障がいの早期発見・療育 

医療・リハビリテーションの充実 

 
訪問系サービスの充実  

自立した生活を 
日中活動系サービスの充実 

ともに支えあう 

居住系サービスの充実 

権利擁護事業の推進 

経済的支援の充実 

 障がいの特性に応じた一貫した教育の推進 
 

ともに充実した生き方を 生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動の機会

の充実 創りだす 

就労支援と就労の場の確保 

相談体制の充実 
 

「心の支え」を広げる 情報提供体制の充実 

関係機関による総合的な支援ネットワークの構築 
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６ 基本施策 

 

基本目標１ 人のつながりを大切にする 

【施策の展開】 

① 啓発活動・福祉教育等の推進 

② 市民相互の交流機会の充実 

③ ボランティア活動などへの支援 

 
 

基本目標２ 自立した生活をともに支えあう 

【施策の展開】 

① 障がいの早期発見・療育 

② 医療・リハビリテーションの充実 

③ 訪問系サービスの充実 

④ 日中活動系サービスの充実 

⑤ 居住系サービスの充実 

⑥ 権利擁護事業の推進 

⑦ 経済的支援の充実 

 
 

基本目標３ ともに充実した生き方を創りだす 

【施策の展開】 

① 障がいの特性に応じた一貫した教育の推進 

② 生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動の機会の充実 

③ 就労支援と就労の場の確保 

 
 

基本目標４ 生活の安全を形にする 

【施策の展開】 

① バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進 

② 障がいのある人に配慮した防災・防犯対策の充実 

 
 

基本目標５ 「心の支え」を広げる 

【施策の展開】 

① 相談体制の充実 

② 情報提供体制の充実 

③ 関係機関による総合的な支援ネットワークの構築 
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７ 障害福祉サービスに関する目標値 

 

障害者自立支援事業（障害福祉計画）は、障害福祉サービス、相談支援及び地域

生活支援事業の提供体制の確保に関する本市の計画的な地域基盤整備を示すもの

です。 

「入所・入院等からの地域生活移行」や「福祉施設からの一般就労」といった課

題に対応するため、国の基本指針に基づき、福祉施設が新しいサービス体系へ移行

を完了する平成 2６年度を目標年度として、次の４つの数値目標の設定を行います。 
 

施設入所者の地域生活への移行 

項目 数値 考え方 

平成17年10月１日時点の 
入所者数（Ａ） 

２５人 平成17年10月１日の施設入所者数 

平成26年度末の 
入所者数（Ｂ） 

３９人 平成26年度末時点の利用人員 

【目標値】 
削減見込（Ａ－Ｂ） 

△１４人
（ ０％）

差引減少見込数 

【目標値】 
地域生活移行者数 

２人
（８ ％）

施設入所からグループホーム、ケアホーム等
へ移行した人の数 

 
福祉施設から一般就労への移行 

項目 数値 考え方 

平成17年度の 
一般就労移行者数 

０人
平成17年度において福祉施設を退所し、 
一般就労した者の数 

【目標値】平成26年度の 
一般就労移行者数 

２人
平成26年度において福祉施設を退所し、 
一般就労する者の数 

 
就労移行支援事業の利用者数 

項目 数値 考え方 

平成26年度末の 
福祉施設利用者数 

２９９人
平成26年度末において福祉施設を 
利用する者の数 

【目標値】平成26年度末の 
就労移行支援事業の利用者数 

１０人
３．３倍

平成26年度末において就労移行支援事業を
利用する者の数 

 
就労継続支援（Ａ型）事業の利用者の割合 

項目 数値 考え方 

平成26年度末の就労継続支
援（Ａ型）事業の利用者（Ａ）

１５人
平成26年度末において就労継続支援（Ａ型）
事業を利用する者の数 

平成26年度末の就労継続支
援（Ｂ型）事業の利用者 

６８人
平成26年度末において就労継続支援（Ｂ型）
事業を利用する者の数 

平成26年度末の就労継続支
援（Ａ型＋Ｂ型）事業の利用
者（Ｂ） 

８３人
平成26年度末において就労継続支援（Ａ型＋
Ｂ型）事業を利用する者の数 

【目標値】平成26年度末の就
労継続支援（Ａ型）事業の利
用者の割合（Ａ）／（Ｂ） 

18.1％
平成26年度末において就労継続支援事業を
利用する者のうち、就労継続支援（Ａ型）事
業を利用する者の割合 
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８ 障害福祉サービス・地域生活支援事業 

 

■障害福祉サービス 
障害福祉サービスは、訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス、

相談支援（サービス利用計画）から構成されています。 
 

項 目 種 類 

訪問系サービス 

居宅介護（ホームヘルプ） 

重度訪問介護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

日中活動系サービス 

生活介護 

自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援 

就労移行支援（Ａ型） 

就労移行支援（Ｂ型） 

療養介護 

児童デイサービス 

短期入所（ショートステイ） 

居住系サービス 

共同生活援助（グループホーム） 

共同生活介護（ケアホーム） 

施設入所支援 

相談支援 

(サービス利用計画) 
相談支援 
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■地域生活支援事業 
障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利

用者の状況に応じて、効率的・効果的に実施される事業です。 
 

項 目 種 類 

障害者相談支援事業 

障害者相談支援事業 

地域自立支援協議会 

相談支援機能強化事業 

住居入居等支援事業 

成年後見制度利用支援事業 

コミュニケーション支援事業 

の見込量 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業（人） 

手話通訳者設置事業（人） 

移動支援事業の見込み数 

利用見込み者数（人） 

延べ利用見込み時間数（時間） 

実施箇所数（箇所） 

日中一時支援事業の見込み数 
利用見込み者数（人） 

実施見込み箇所数（箇所） 

生活サポート事業 
利用見込み者数（人） 

実施見込み箇所数（箇所） 

日常生活用具給付等事業の 

見込み数 

介護・訓練支援用具（件） 

自立生活支援用具（件） 

在宅療養等支援用具（件） 

情報・意思疎通支援用具（件） 

排せつ管理支援用具（件） 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費）（件） 

訪問入浴サービス事業の 

見込み数 

利用見込み者数（人） 

実施見込み箇所数（箇所） 

奉仕員養成研修事業見込み数 実利用見込み数（人） 

地域活動支援センター事業の 

見込み数 

実利用見込み者数（人）【清須市】 

実利用見込み者数（人）【他市】 

実施見込み箇所数（箇所）【清須市】 

実施見込み箇所数（箇所）【他市】 

自動車運転免許取得・改造助成事業

の見込み数 

運転免許取得見込み者数 
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